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１ 調査概要 

 

(1) 調査の目的 

   認知症の方や障がいのある方を支援している県内の地域包括支援センター及び障がい

者一般相談事業所を対象に、成年後見制度の利用支援に関するアンケートを実施し、制

度利用支援の現状と課題を明らかにするとともに、今後の対応方向について検討を行い、

岩手県における成年後見制度の推進と普及に貢献することを目的とする。 

 

(2) 調査の対象 

WAM ネット及び岩手県庁ホームページに掲載されている県内の地域包括支援センタ

ー（53 箇所）と障がい者相談支援事業所（89 箇所）の計 142 箇所（この調査では「事

業所」と言う。）。 

 

(3) 調査期間 

  2016 年 1 月上旬に調査表を発送し、1 月下旬に回収した。  

  

(4) 調査方法 

  調査への協力依頼文書、返送用封筒とともに調査表を郵送し、無記名での返送を依頼

した。なお、調査への回答は、事業所としての回答をお願いした。  

 

(5) 倫理面での配慮、個人情報の保護及び公表  

  調査への協力依頼文書には、次のとおり記載して協力を得た。  

 ・ 調査への協力は任意であり、協力の有無によって不利益を受けることはない。  

 ・ 調査結果は調査の目的以外に使用しないこと。  

  ・ 無記名式で実施し、回答者特定の可能性はないこと。  

  ・ 回収した調査表については、ID を付して処理すること。  

  ・ 自由記載欄の記載内容については、個人情報等について配慮の上、そのまま掲載

する場合があること。  

  ・ 調査表は、調査報告書作成後速やかに廃棄すること。  

  ・ 「調査報告書」を作成し、各調査対象事業所、関係機関・団体に配布公表すると

ともに、当センターホームページで公表すること。また、調査結果の概要等につい

て、調査目的の範囲内で、学会、研究会、講演会等で発表することがあること。 
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２ 調査結果 

 

(1) 回収率 

  地域包括支援センター(調査対象数 53 ヵ所)では 46 ヵ所からの回答があった。回収率

は 86.8%となった。障がい者相談支援事業所（調査対象数 89 ヵ所）では 53 ヵ所からの

回答があり、回収率は 59.6%であった。 

  全体（調査対象数 142 ヵ所）では 99 ヵ所の事業所から回答があり、回収率は 69.7%

であった。      

 

 

 

(2) 事業所について  

① 専門職種の配置状況 

 ア） 社会福祉士 

    社会福祉士を原則として配置することとされている地域包括支援センターでは、

約 85%の配置状況であり、障がい者相談支援事業所では、配置している事業所は

50%に満たない。全体では、約 65%の事業所に配置されている。  

  

 

 

 

 イ） 精神保健福祉士 

    障がい者相談支援事業所では 30％弱の事業所に配置されているが、地域包括支援

センターでは、15%程度の配置となっている。全体では。22.2%の配置となっている。 

 

69.7%

59.6%

86.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%100.0%

計

障害者相談支援事業所

地域包括支援センター

回収率

64.6%

47.2%

84.8%

33.3%

49.1%

15.2%

2.0%

3.8%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

計

イ 障がい者相談支援事業所

ア 地域包括支援センター

配置あり

配置なし

NA
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② 成年後見制度に関する研修の実施状況  

  成年後見制度に関する研修を、平成 26 年度、27 年度において「実施」（予定を含む）

している事業所は、40%以上となっている。地域包括支援センター、障がい者相談支援

事業所ともほぼ同じ実施状況となっている。  

  なお、地域包括支援センターと障がい者相談支援事業所が同じ値となっているが、小

数点第 2 位で四捨五入した結果である。  

 

 

 

③ 実施した研修内容（割合は、回答数に対する割合）  

  「県内開催の外部研修」参加が最も多く、次いで、「講師招聘内部研修」となった。地

域包括支援センター、障がい者相談支援事業所とも類似した傾向となっている。  

 

 

 

 

 

22.2%

28.3%

15.2%

72.7%

69.8%

76.1%

5.1%

1.9%

8.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

計

イ 障がい者相談支援事業所

ア 地域包括支援センター

配置あり

配置なし

NA

43.4%

43.4%

43.4%

55.6%

56.6%

54.3%

1.0%

0.0%

2.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

計

イ 障害者相談支援事業所

ア 地域包括支援センター

実施

未実施

N.A

15.2%

11.3%

19.6%

3.0%

1.9%

4.3%

27.3%

32.1%

21.7%

8.1%

5.7%

10.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

計

イ 障がい者相談支援事業所

ア 地域包括支援センター 講師招聘内

部研修

講師招聘な

し内部研修

県内外部研

修

県外外部研

修
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④ 成年後見制度に関する説明用リーフレット等を備えているか  

  地域包括支援センターでは、9 割以上の事業所が備えているが、障がい者相談支援事

業所では、備えているのは 5 割強となっている。  

 

 

 

⑤ 成年後見制度の利用支援に関する相談支援マニュアル等を備えているか  

  地域包括支援センターでは、5 割強の事業所で備えているが、障がい者相談支援事業

所では、備えているのは 2 割に満たない。  

 

 

 

(3) 平成 27 年度における成年後見制度の利用支援について  

 ① 平成 27 年度の成年後見制度の利用支援に関連する相談事例の有無  

   地域包括支援センターでは、9 割以上の事業所で成年後見制度の利用支援に関連す

る相談事例があったが、障がい者相談支援事業所では、成年後見制度の利用支援に関

連する相談事例があった事業所は 6 割弱となっている。  

 

 

71.7%

54.7%

91.3%

28.3%

45.3%

8.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

計

イ 障がい者相談支援事業所

ア 地域包括支援センター

備えている

備えていない

34.3%

18.9%

52.2%

64.6%

81.1%

45.7%

1.0%

0.0%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

計

イ 障がい者相談支援事業所

ア 地域包括支援センター

備えている

備えていない

N.A

44.4%

22.6%

69.6%

29.3%

34.0%

23.9%

26.3%

43.4%

6.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

計

イ 障がい者相談支援事業所

ア 地域包括支援センター
利用が主訴の相

談事例あり

相談からみて利

用が必要と判断

した事例あり
利用に関連した

相談事例なし
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 ② 具体的にどのような支援を行ったか（複数回答、グラフには実数を示してある。） 

   「成年後見制度の概要について、口頭で説明を行った事例がある。」が最も多くなっ

ている。次いで、「事業所として、相談先（家庭裁判所、市町村、弁護士、司法書士、

成年後見センターもりおかなど）に相談した事例がある。」、「相談先（家庭裁判所、市

町村、弁護士、司法書士、成年後見センターもりおかなど）に直接相談するよう助言

した事例がある。」となっている。  

 

 

 

 ③ 市町村長申立について 

   「ケースワークの過程で市町村長申立の対象と判断し、市町村に相談した事例があ

る。」のは、地域包括支援センターでは約 65%となっているが、障がい者相談支援事業

所では、約 15%となっている。 

 

 

 

(4) 成年後見制度の利用支援のために事業所として充実したいこと  

  「関係機関との連携の強化」が 72 事業所、「相談マニュアルの充実」が 43 事業所、

1 

4 

22 

6 

34 

23 

25 

1 

7 

13 

6 

20 

11 

6 

0 20 40 60

支援を行わなかった、行えなかった

その他

事業所として裁判所等に相談した事例がある

リーフレット等の配布のみ

制度概要を口頭で説明した事例あり

家裁等に直接相談するよう助言した事例あり

具体的事項について説明助言した事例あり

ア 地域包

括支援セン

ター

イ 障がい

者相談支

援事業所

38.4%

15.1%

65.2%
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「事業所内部での職員研修の充実」が 38 事業所などとなっている。  

 

 

 

(5) 成年後見制度を利用しやすくするために必要なこと  

  「成年後見申立手続きの具体的でわかりやすい支援の仕組みづくり。」が 50 事業所と

最も多く、次いで「成年後見申立手続きの簡略化。」、「市町村が中心となり、成年後見制

度の利用に関する専門的な相談機関の設置や確保など、公的相談支援体制の強化。」など

となっている。  
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(6) 成年後見センターもりおかについて  

  「実際に相談等で利用したことがある。」と回答したのは全体の 3%に過ぎなかったが、

4 分の３以上の事業所に存在は知られているという結果となった。  
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75.8%
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21.2%
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３ 考察 

 

○ 回収率が約 70%となり、多くの事業所からご協力をいただいた結果となった。各事業

所が、成年後見制度の利用支援について関心を持ち、それぞれの地域での取り組みがな

されていることがうかがわれる。 

○ 専門職種の配置では、地域包括支援センターでは約 9 割、障害者相談事業所では約 6

割の事業所で専門職種が配置されている結果となった。社会福祉士や精神保健福祉士は、

養成課程において成年後見制度に関する学習を行うことが必須とされており、制度利用

支援を的確に進めるためには、これら職種の配置拡大が必要と考えられる。 

○ 「成年後見制度に関する研修の実施状況」では、平成 26 年度及び 27 年度の調査時点

までの研修実施状況を確認した。半数近い事業所で成年後見制度に関する研修が何らか

の形で実施されている。実施した研修としては、県内で実施された研修の場への参加が

最も多くなっている。 

  今後は、制度理解を前提とした制度活用による支援事例検討など、ケースワークの視

点からのより実際的な研修も必要になってくるものと考えられる。 

○ 成年後見制度に関する説明用リーフレット等は、ほとんどの地域包括支援センターで

備えられている。障がい者相談支援事業所では、備えているのは 5 割強となっている 

  また、成年後見制度の利用支援に関する相談支援マニュアル等を備えているのは、地

域包括支援センターでは半数以上となっているが、障がい者相談支援事業所では、備

えているのは 2 割に満たない。  

障がい者の権利擁護や生活支援を進める上で成年後見制度は重要な役割を果たして

おり、制度説明用リーフレットや利用支援に関するマニュアルを備えておくことは、

相談支援に関する事業所として必要な事項と考えられる。  

○ ほとんどの地域包括支援センターでは、成年後見制度の利用支援に関連する相談事例

があり、障がい者相談支援事業所では 6 割弱の事業所で利用支援に関連する相談事例

があった。各事業所は、成年後見に関連する事項についても、一定の役割を果たして

いることがわかる。 

  成年後見制度利用支援の具体的内容では、口頭での制度概要の説明が最も多いが、事

業所が専門機関等に出向くなどの対応も行われている。 

○ 市町村長申立については、地域包括支援センターの約３分の２において市町村に相談

を行っており、積極的な取り組みがなされている。一方、障がい者相談支援事業所で

は、市町村に相談したのは 15%程度に止まっている。 

  成年後見制度について、事業者が市町村と連携しながら、市町村長申立制度などの活

用を図り、対象者の権利擁護を着実に進める必要があると考えられる。 

○ 成年後見制度の利用支援のために事業所として充実したいこととしては、関係機関と

の連携を上げた事業所が最も多くなっている。  

制度を的確に活用するためには、各関係機関との連携が不可である。例えば、千葉

県や弘前市などにおいては、成年後見について自治体として支援する体制が整備され

ており、本県においても、このような公的な支援体制の整備が、県段階や市町村段階

（広域も含む）整備される必要があると考えられる。  
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○ 成年後見制度を利用しやすくするために必要なことでは、利用支援に関係する事項が

多くなっており、上記の関係機関との連携を含め、利用支援体制の整備が求められて

いると考えられる。  

○ 「成年後見センターもりおか」についてでは、利用した事業所は少数であるが、多く

の事業所に認知されていることがわかる。  

○ 自由記載欄では、多くの事業所から様々な内容の記載がなされている。各事業所が、

成年後見制度の利用支援において、様々な困難に直面しながら、熱心な取り組みをし

ていることがうかがえる内容となっている。 

  特にも、市町村長申立てについて苦労や困難があったことをうかがわせる内容が多く

なっている。予算、事務処理のノウハウなど多様な課題があることが指摘されてい

る。 
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４ 集計結果 

 

 

１ 貴事業所について 

 (1) 貴事業所は、次のどれに該当しますか。（○は１つ）  

 調査対象数  回答数 回答率 

ア 地域包括支援センター  53 46 86.8% 

イ 障害者相談支援事業所  89 53 59.6% 

計 142 99 69.7% 

 

 (2) 貴事業所には、次の資格保有者が専任で配置されていますか（常勤、非常勤を問わない）。次の項目の該当するものに○を１つ付け

てください。  

 社会福祉士  精神保健福祉士  
計 

配置あり 配置なし  NA 配置あり 配置なし  NA 

ア 地域包括

支援センター  

39 

84.8% 

7 

15.2% 

0 

0.0% 

７ 

15.2% 

35 

76.1% 

4 

8.7% 

46 

100.0% 

イ 障害者相

談支援事業所  

25 

47.2% 

26 

49.1% 

2 

3.8% 

15 

28.2% 

37 

69.2% 

1 

1.9% 

53 

100.0% 

計 
64 

65.4% 

33 

33.3% 

2 

2.0% 

22 

22.2% 

72 

72.7% 

5 

5.1% 

99 

100.0% 

 

 (3) 貴事業所では、平成 26 年度、平成 27 年度の最近 2 年間で、成年後見制度に関する何らかの研修を事業所として実施しましたか（確

定している予定を含む）。（○は１つ）  

 実施済み・実施予定あ

り 

未実施・実施予定なし  無回答 計 

ア  地域包括

支援センター  

20 

43.4% 

25 

54.3% 

1 

2.2% 

46 

100.0% 

イ  障害者相

談支援事業所  

23 

43.4% 

30 

56.6% 

0 

0.0% 

53 

100.0% 

計 
43 

43.4% 

54 

55.6% 

1 

1.0% 

99 

100.0% 

 

 

以下、表の数値は、 

上段＝度数 

下段＝％ 
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 (4) 「１－(3)」で「ア」と回答された場合に伺います。どのような研修を行いましたか（予定を含む）。該当する項目すべてに○をつけ

てください。なお、職員の方が個人的に参加した研修は除き、事業所として実施した研修について回答してください。 

 

  

講師を招聘した

事業所内部での

研修 

講師を招聘しな

い事業所内部で

の研修 

県内で開催され

た外部の研修会

への職員派遣 

県外で開催され

た外部の研修会

への職員派遣 

学会や研究会へ

の派遣参加 
その他 

ア  地域包括

支援センター  

9 

19.6% 

2 

4.3% 

10 

21.7% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

5 

10.9% 

イ  障害者相

談支援事業所  

6 

11.3% 

1 

1.9% 

17 

32.7% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

3 

5.8% 

計 
15 

15.2% 

3 

3.0% 

27 

27.3% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

8 

8.1% 

 

 (5) 貴事業所では、成年後見制度に関する相談者への説明用リーフレット等（行政機関等が作成したもの、市販のものなどを含みます。）

を備えていますか。（○は１つ）  

 

  備えている 備えていない 計 

ア 地域包括支援セ

ンター 

42 

91.3% 

4 

8.7% 

46 

100.0% 

イ 障害者相談支援

事業所 

28 

54.7% 

24 

45.3% 

52 

100.0% 

計 
71 

71.7% 

28 

28.3% 

99 

100.0% 
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 (6) 貴事業所では、成年後見制度の利用支援に関する相談支援マニュアル等（行政機関が作成したもの、市販のものなどを含みます。）

を備えていますか。（○は一つ）  

   

  備えている 備えていない 無回答 計 

ア 地域包括支

援センター 

24 

52.2% 

21 

45.7% 

1 

2.2% 

46 

100.0% 

イ 障害者相談

支援事業所  

10 

18.9% 

43 

81.1% 

0 

0.0% 

53 

100.0% 

計 
34 

34.3% 

64 

64.6% 

1 

1.0% 

99 

100.0% 

 

２ 平成 27 年度における成年後見制度の利用支援についてお伺いします。 

 (1) 平成 27 年度において、成年後見制度の利用に関連する相談事例はありましたか。（○は１つ）  

  

  

成年後見制度の利用が主訴に

含まれる相談事例があった。 

成年後見制度の利用が主訴に含まれる相談事例

はなかったが、相談内容からみて成年後見制度

の利用が必要と考えられた事例があった。 

成年後見制度の利用に

関連した相談事例はな

かった。 
計 

ア 地域包括

支援センター  

32 

69.6% 

11 

23.9% 

3 

6.5% 

46 

100.0% 

イ 障害者相

談支援事業所 

12 

22.6% 

18 

34.0% 

23 

43.4% 

53 

100.0% 

計 
44 

44.4% 

29 

29.3% 

26 

26.3% 

99 

100.0% 
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 (2) 「２－(1)」で「ア」もしくは「イ」に回答された場合に伺います。成年後見制度の利用支援として、具体的にどのような支援を行いま

したか。次の項目のうち、該当する項目全てに○印をつけてください。  

  

  

必要書類、申立書

類の記入方法、申

立先などの申立に

関する具体的事項

についての説明や

援助を行った事例

がある。 

相談先（家庭裁判所、

市町村、弁護士、司法

書士、成年後見セン

ターもりおかなど）

に直接相談するよう

助言した事例があ

る。 

成年後見制度

の概要につい

て、口頭で説

明を行った事

例がある。 

リーフレット等

を配布したのみ

で、具体的な説

明等は行わなか

っ た 事 例 が あ

る。 

事業所として、

相談先（家庭裁

判所、市町村、弁

護士、司法書士、

成年後見センタ

ー も り お か な

ど）に相談した

事例がある。 

その他 

諸 事 情 に よ

り、支援を行

わなかった、

もしくは、行

えなかった事

例がある。 

ア 地域包括

支援センター  

25 

54.3% 

23 

50.0% 

34 

73.9% 

6 

13.0% 

22 

47.8% 

4 

8.7% 

1 

2.2% 

イ 障害者相

談支援事業所 

6 

11.3% 

11 

20.8% 

20 

37.7% 

6 

11.3% 

13 

24.5% 

7 

13.2% 

1 

1.9% 

計 
31 

31.3% 

34 

34.3% 

54 

54.5% 

12 

12.1% 

35 

35.4% 

11 

11.1% 

2 

2.0% 

 

 (3) 成年後見制度に関する市町村長申立について伺います。（○は 1 つ） 

  

ケースワークの過程で

市町村長申立の対象と

判断し、市町村に相談

した事例がある。 

ケースワークの過程で市町

村長申立の対象と判断した

事例はあるが、市町村に相

談した事例はない。 

市町村申立の対象と

判断した事例はない 
不明。 無回答 計 

ア 地域包括支

援センター 

30 

65.2% 

1 

2.2% 

14 

30.4% 

0 

0.0% 

1 

2.2% 

46 

100.0% 

イ 障害者相談

支援事業所  

8 

15.1% 

2 

3.8% 

41 

77.4% 

1 

1.9% 

1 

1.9% 

53 

100.0% 

計 
38 

38.4% 

3 

3.0% 

55 

55.6% 

1 

1.0% 

2 

2.0% 

99 

100.0% 
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３ 成年後見制度の利用支援のため、貴事業所として充実したいと考えるのはどのようなことですか。次の項目のうち、充実したいと考え

る項目３つに○印をつけてください。 

 

  

専門的知

識技能の

ある職員

の配置。 

専門的講師による講演や事例

検討会の開催など、事業所内

部での職員研修の充実。 

事業所外部

の研修への

職員派遣。 

相談者用制度

説明リーフレ

ットの充実。 

相談マニュ

ア ル の 充

実。 

関係機関と

の連携の強

化。 
その他 特にない。 

ア 地域包括

支援センター  

19 

41.3% 

19 

41.3% 

18 

39.1% 

9 

19.6% 

20 

43.5% 

39 

84.8% 

1 

2.2% 

1 

2.2% 

イ 障害者相

談支援事業所  

8 

15.1% 

19 

35.8% 

18 

34.0% 

21 

39.6% 

23 

43.4% 

33 

62.3% 

5 

9.4% 

2 

3.8% 

計 
27 

27.3% 

38 

38.4% 

36 

36.4% 

30 

30.3% 

43 

43.4% 

72 

72.7% 

6 

6.1% 

3 

3.0% 
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４ 成年後見制度を利用しやすくするため、どのようなことが必要と考えますか。次の項目のうち最も必要と考える項目３つに○印をつけ

てください。 

  

関係機関

からの住

民に対す

る、成年

後見制度

利用に関

する情報

の提供や

広報活動

の充実。 

市町村が

中心とな

り、成年

後見制度

の利用に

関する専

門的な相

談機関の

設置や確

保など、

公的相談

支援体制

の強化。 

住民を

対象と

する、

成年後

見制度

に関す

る研修

機会の

確保増

大。 

成年後

見申立

手続き

の簡略

化。 

成年後

見申立

手続き

の具体

的でわ

かりや

すい支

援の仕

組みづ

くり。 

成年後

見申立

費用の

軽減。 

市町村

長申立

など市

町村の

積極的

な 対

応。 

後見・

保佐・

補助を

行う場

合の事

務費や

後見報

酬等に

対する

公的な

補助の

実施。 

相談者

や利用

者のプ

ライバ

シー保

護の充

実。 

地域包

括支援

センタ

ーや障

害者相

談支援

事業所

などの

相談支

援機関

職員対

象の研

修の充

実。 

いわゆ

る市民

後見人

の養成

など、

後見・

保佐・

補助を

行う人

材の育

成 確

保。 

その他 特にな

い。 

ア 地域包

括支援セン

ター  

12 

26.1% 

16 

34.8% 

6 

13.0% 

28 

60.9% 

20 

43.5% 

13 

28.3% 

12 

26.1% 

13 

28.3% 

0 

0.0% 

8 

17.4% 

9 

19.6% 

3 

6.5% 

0 

0.0% 

イ 障害者

相談支援事

業所  

10 

18.9% 

27 

50.9% 

7 

13.2% 

21 

39.6% 

30 

56.6% 

12 

22.6% 

19 

35.8% 

8 

15.1% 

0 

0.0% 

8 

15.1% 

13 

24.5% 

2 

3.8% 

1 

1.9% 

計 
22 

22.2% 

43 

43.4% 

13 

13.1% 

49 

49.5% 

50 

50.5% 

25 

25.3% 

31 

31.3% 

21 

21.2% 

0 

0.0% 

16 

16.2% 

22 

22.2% 

5 

5.1% 

1 

1.0% 
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５ 特定非営利活動法人成年後見センターもりおかについてお伺いします。 

  

  

実際に相談等で

利用したことが

ある。 

存在は知ってい

るが、利用した

ことはない。 

知らなかった。 計 

ア 地域包括

支援センター  

1 

2.2% 

35 

76.1% 

10 

21.7% 

46 

100.0% 

イ 障害者相

談支援事業所  

2 

3.8% 

40 

75.5% 

11 

20.8% 

53 

100.0% 

計 
3 

3.0% 

75 

75.8% 

21 

21.2% 

99 

100.0% 
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番号 事業所 

種別 

1-4 研修内容 

その他具体内容 

2-2 利用支援内容 

その他具体内容 

3 充実したいこと 

その他具体内容 

4 利用しやすいために必要

なこと 

その他具体内容 

5 2 成年後見センター

もりおか齊藤氏に

来ていただきまし

た。 

  成年後見センターも

りおかとの連携（相

談）を日常的にとっ

ていきたい 

  

8 1     研修や事例を通して

支援できるよう職員

の資質向上を図る。 

  

11 2   高齢の知的障がい

（軽度）、一人暮ら

しが利用者としてい

るが、説得がむずか

しい。 

設備、環境、財政面

からその余裕がな

い。必要性が大き

い。 

  

17 2   申立人と法テラス、

家裁同行。書類作成

支援。アフターフォ

ロー。本人と通院同

行。主治医との連絡

調整。 

    

23 1       法人後見の充実 

30 2 市自立支援協議会

の親亡き後の生活

を考える学習会で

研修した。 

      

39 1       社協などの法人後見 

46 1 住民に対する講話

（権利擁護の手法

として紹介） 

  成年後見制度利用支

援事業要綱の内容の

精査 

  

72 2 圏域内の講師を招

き、自立支援協議

会生活支援部会で

内部研修（勉強

会）を行った。 

 当事者と家族の意

見が合わず見送りに

なった。 

    

91 2   本人に関わっている

広域障がい者就業・

生活支援センターの

生活支援ワーカー

が、制度の概要につ

いて説明した。 

    

95 2   生活保護のワーカー

が支援するにあた

り、必要な情報を提

供した。 

    

99 2       社会福祉協議会に窓口やお

話できる場所を必ず設けて

常に開設してほしい。 

 

自由記載１ 
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番

号 

事業所 

種別 

6貴事業所において、成年後見制度に関

する相談や利用支援を行った中で、ご苦

労されたことや課題となったこと 

7 成年後見制度に対するご意見

やお考えなど 

8 成年後見センターもりお

かに対するご意見・ご要望等 

2 2 ・後見制度について、具体的に制度理解

ができていない。 

 （特に任意後見など） 

・市町村申し立てを１件進めたが、市町

村側も初めてのケースで、手続き等マニ

ュアル整理しながら進めた。 

・リーフレット等を読んで、流

れ等は理解できるが、具体的な

動きは、実際やってみないとイ

メージがわかず、まだまだこれ

から学ばなければと思います。 

  

3 1 職員の知識不足     

5 2   その必要は理解しますが、実務

についての解釈がなかなか難し

い。又ネックはその費用とも思

います。 

気軽に相談していきたいと

思います。 

7 1 ・家族関係や金銭面などで、申し立てに

至らないケースが多い。 

・地域性もあり、家族や親族が見守るこ

とが多く、相談自体が少ない。 

    

8 1 ・遠方にいる家族や兄弟への説明、理解

を得るまでに時間がかかり大変だった。 

・書類の準備に手間がかかる。 

    

9 2 代理権の具体的内容について、保佐人の

場合どこまでもとめたよいものか、対象

者を支援（代弁）する者として判断に迷

った。 

財産管理については、行政書士

や司法書士などの専門職（社会

福祉士を除く）が後見人になる

べきと考える。 

  

11 2 ・ボーダーで一人暮らしで生活してきた

方を説得し、利用までもっていくことは

難しい。 

・仕組みや費用経費が不明確。お金のあ

る人でないと利用できないという意識

がある。 

  一つ一つ丁寧にがんばって

ほしい。 

17 2 成年後見人に司法書士がなったが、申立

人の問い合わせにわかり易く親切に説

明してくれなかった。 

成年被後見人の家族には、理解するのに

時間がかかったり、わかり易く説明が必

要な場合もあるため、もう少し丁寧な対

応をして欲しい。 

成年被後見人が受給している年

金が家族の生活費になっている

事がある。被後見人の財産が守

られるのは良い事であるが、生

活費のあてが無くなった家族へ

のフォローも大事なことだと感

じている。 

  

18 2 家族からの相談がありますが、一緒に裁

判所に行き、手続きの流れについて確認

できると、１～２回の同行であとは家族

や親族の方が進めてくれるような状況

です。 

これまでの中で困ったことは、中軽度の

知的障害の方が、明らかに搾取されてい

ると思われる状況にありながら、本人は

自分の意思としてその相手方の世話を

受けると明言し、支援できないことでし

た。 

    

自由記載２ 
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番

号 

事業所 

種別 

6貴事業所において、成年後見制度に関

する相談や利用支援を行った中で、ご苦

労されたことや課題となったこと 

7 成年後見制度に対するご意見

やお考えなど 

8 成年後見センターもりお

かに対するご意見・ご要望等 

20 1 申立に係る一連の書類を集めたり、記入

したりするのにかなりの支援が必要な

ケースが多い。申立に係る事務の部分で

適切に伴走支援できる体制が整うと、ハ

ードルが下がり利用しやすい制度にな

るのではないか。 

市民に対する啓発が重要と考え

る。分かりやすい講演等を無料、

安価で派遣してもらえる制度や

事業があるとよい。 

  

21 2 行政も含めて(市町村）、知識が少ないた

めに、協議決定に時間がかかる。 

障害分野の成年後見制度の利用

状況や課題についてわからない

ところがある(現状） 

今後、利用したいと考えてい

ます。 

23 1 後見人不足、申立ての段階で各書類をそ

ろえるのには困難を生じる 

今後、益々必要な制度であるた

め、身近に使える制度になって

いく必要があると思います。 

特にありません。 

24 2 具体的な申立て支援の事例を積み上げ

ていくことが必要と感じている。 

    

25 2   周りから話を聞くと手続き等が

大変とのことのようですので,

簡単なものにできればよいので

はと思いました。 

今後、お世話になるかもしれ

ませんのでその際はよろし

くお願いします。 

26 2   ・利用されるご本人やご家族等

の理解度をしっかり持ってもら

いたいと思います。 

・わかりやすい図案化したもの

がほしいと思います。 

  

27 1 四親等内の親族の申立て対応が難しい

ケースで、本人申立などを進めるとき

に、本人は入院や施設入所で外出できな

いケースが多い。 

申立て必要書類をそろえるために、本人

に包括職員個人に委任してもらう形で、

委任状をかいてもらい対応しているケ

ースが何件かある。記入できる場合もあ

るが、字をかくのもやっとの高齢者もお

り苦慮している。 

また、委任状に包括職員の個人情報をか

いてもらうのにも抵抗があり、悩みなが

ら支援をしている。 

    

30 2 住宅ローンや他の負債、居住地以外の資

産の確認や税金の支払い等で、後見申立

をする書類を揃えるのに時間がかかる

場合や必要処理卯を揃えている間に申

立用の診断書など、３か月以内となって

いる書類の期限が過ぎてしまう場合 

ありません ありません 

自由記載２ 
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番

号 

事業所 

種別 

6貴事業所において、成年後見制度に関

する相談や利用支援を行った中で、ご苦

労されたことや課題となったこと 

7 成年後見制度に対するご意見

やお考えなど 

8 成年後見センターもりお

かに対するご意見・ご要望等 

34 1 独居の高齢者が増えていて、認知症など

で後見が必要となっても、申立てをして

くれる人が見つからない。親族がいても

関係が悪く関わりを拒否される場合が

ある。親族がいると、なかなか市町村申

立てにもつながらず成年後見が開始に

なるまでに２年程かかったケースがあ

った。今後もそういったケースが増えて

くると思われるので、制度がもっと利用

しやすいものになればと感じました。 

    

35 1 申立てから利用までに時間がかかり、必

要な制度利用に結びつかなかった。急を

要するケースで利用に至らなかった。 

    

36 2 ○両親が亡くなり、その後保護者として

対応できる身内がおらず、利用している

事業所で金銭管理を受けている６０歳

台後半のケース。体力、認知機能低下が

みられ、今後入院等による契約などで後

見の利用が必要と思われ,包括センター

に相談した。結果、市長申立てのケース

となるとのことであったが、前例がな

く、制度利用が先送りになった。 

☆実際、制度利用が必要なケースであっ

ても、申立人によっては、テンポよく利

用できるとは限らない。制度利用に向け

た方法・手段が一般住民、行政サイド共

に浸透していないと感じる。又、後見・

保佐人として対応できる、弁護士や司法

書士が少なく、後見センターがあると、

利用しやすくなると思う。 

○年々、成年後見制度が必要で

あると思われる方が増えてきて

いる現状にあり、身近な制度と

して、気軽に利用できる制度で

あれば良いと思う。 

  

37 2 障がいのある方が、そのきょうだいの制

度利用申立てをしようとするのを支援

していたが申立人自身の理解力もそれ

ほど高いとはいえず、書類を整えたりす

るのが少し大変だと感じた（支援者が不

慣れだったこともあるが） 

申立人になり得る身内がいても、その人

自身障がいがあったり支援が必要なと

きに、どのように支援していけば良い

か。 

    

39 1 市長申立てについて 

 市の担当者に依頼してから後見人選

任まで２年かかった。 

 市として権利擁護についてどのよう

に考えているのかというあたりを市へ

どのように訴えたらよいのか。 

    

40 2 対象ケースがありませんでした。     

43 1 お金への執着があり、通帳を預かるのに

時間がかかったこと。 

    

自由記載２ 
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番

号 

事業所 

種別 

6貴事業所において、成年後見制度に関

する相談や利用支援を行った中で、ご苦

労されたことや課題となったこと 

7 成年後見制度に対するご意見

やお考えなど 

8 成年後見センターもりお

かに対するご意見・ご要望等 

46 1 銀行や病院、施設など機関によって家族

や知人での代行でも良しとする所、そう

でない所があるため、「申立てをしたら

良いのか」「メリットは」と聞かれて回答

に苦慮することがある。 

    

48 2   関係者及び当事者家族の意識づ

けが重要と思います。 

盛岡での取り組みが地方で

の取り組みに繋がるような

情報発信を願います。 

49 2 同一法人内の事業所における権の実地

指導の際、多額の財産を有する方への金

銭管理方法について対応の検討を求め

られた。多額の財産を所有している方が

当事業所の担当ケースであることから、

成年後見制度の利用についてご本人へ

の説明等行うも、費用が高額になるため

ご本人が辞退した経緯がある。また、自

分自身が理解できていないことが多い

ため説明も難しいことを痛感した。 

経費面で当事者への負担が大き

く、課題だと感じられる。また、

もう少し利用しやすくわかりや

すい制度にしてほしい。 

  

50 1 研修等に参加して制度についてある程

度理解してはいるつもりだが、主担当と

して活動していく中で、親族調整の部分

が精神的に負担に感じる。 

財産のある人の利用する制度と

いうイメージがまだまだ強いと

思う。 

財産のない人や虐待等の対応で

成年後見制度を活用して、結果

良い支援となった事例を多くし

られるようになれば、前述した

イメージも変わってくるのでは

ないか。 

  

51 1 圏域において申し立て支援等を行う機

関があるため連携しながら対応してい

る。今後、身寄りのないケースなど難し

い課題があるが、行政、権利擁護センタ

ー等、関係機関が連携して対応していき

たい。 

    

52 1 ・相談担当が、後見申請を最後まで手伝

ったケース・市長申立したケースが無

く、経験に乏しい。 

・市民後見人はおり、圏域の事業で養成

しているが、専門性を市民後見人がまだ

まだ不足している。 

    

54 1 具体的な申立手続きや申立費用を説明

する時点で、相談者の意欲が低下する印

象を受けることが多いと感じている。 

医療同意や壮大等の本人死語の

手続き代行を期待されて相談に

来る方の割合が多いが、実際の

後見人にその役割は無く、制度

とニーズのミスマッチを感じて

いる。成年後見制度がその役割

を担うかどうかも含め、ニーズ

に対応出来る制度が早急に必要

である。現在の制度では、どの

制度でもニーズに対応出来ず、

支援出来ません。 

上記の問題が解決出来るよ

う、各所にてご活躍されます

よう、ご期待しております。 

自由記載２ 
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番

号 

事業所 

種別 

6貴事業所において、成年後見制度に関

する相談や利用支援を行った中で、ご苦

労されたことや課題となったこと 

7 成年後見制度に対するご意見

やお考えなど 

8 成年後見センターもりお

かに対するご意見・ご要望等 

55 1 主治医が適切な診断書を作成してくれ

なかった。 

（主治医が、制度について十分な理解を

していないのでは無いかと思うような

言動があった。） 

    

56 2 ４につきる。 

＊申立手続きの簡素化、申立費用の軽

減、後見等報酬に対する公的な補助の実

施 

１行政から住民への周知が行わ

れていない 

２行政が、積極的に経済的補助

等整備し充実してもらいたい 

３行政の担当職員に勉強しても

らいたい 

年 1 回は、行政やしゃきょ

うの担当職員を対象とした

研修を行ってほしい 

57 1 申立手続きが複雑であり、時間がかかる

ため支援者の負担が大きい。 

後見人等が支援出来る範囲と本

人・家族が望む支援にギャップ

があると感じる。 

  

60 2 精神障がい者の症状の波による判断能

力の揺れに対する支援、揺れが継続して

いく状況で、判断できる時は利用したく

なりという気持ちと、不安定時の危険な

判断に伴う行動がある方への支援。 

後見人の不足に対する育成事業

やその後のフォローアップの必

要性。 

後見人が決まると全てお願いで

きると思い距離をとりがちな家

族との関係性の難しさがある。

誰もが正しく理解し活用できる

制度になっていけばと思いま

す。 

 

61 2 ・支援者の成年後見制度に対する理解が

十分ではない。 

・制度の利用にあたり、申立人を選定す

ることが難しい場合がある。 

・計画相談を行うものとして、

本人の意思決定が重要と考えて

いるが、後見人の決定権はどこ

までなのか迷うことがある。障

がいが重くても本人の意思を尊

重できるような関わりをしてい

きたいと考えている。 

・もう少し身近な制度となるよ

うに認知度を上げたり、相談で

きる場を作ったほしい。 

  

64 1 見よりのない、あるいはあっても障害が

ある方で申立が困難な事例で、市長申立

が必要な事例があった。地域ケア会議に

司法書士さんにも参加いただき、市長申

立が必要との結論で、市の方へ相談した

が「予算がない」「前例がない」等の理由

で市長申立をするまでに数ヶ月がかか

り、その間にその対象者は入院したり施

設入所したり・・・。後見人が決まって

１ヶ月もしないうちに対象者はなくな

ってしまった。時間がかかりすぎて課題

と思う。 

必要な制度で今後利用する方も

どんどん増えてくると思うが、

書類の準備、手続きなどが複雑

で時間がかかる。又、後見人に

なってくれる受け皿も少なく需

要と供給のバランスが増々悪く

なっていくと思われる。金銭面

でも負担が大きいので利用でき

ない方も多くいると思います。 

何かの際にはご相談させて

いただきたいと思います・宜

しくお願いします。 

自由記載２ 
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番

号 

事業所 

種別 

6貴事業所において、成年後見制度に関

する相談や利用支援を行った中で、ご苦

労されたことや課題となったこと 

7 成年後見制度に対するご意見

やお考えなど 

8 成年後見センターもりお

かに対するご意見・ご要望等 

66 1 ・親族等への制度説明しても、申請手続

きの煩雑さや費用面から申立に対して

消極的になってしまう。申し立てできる

ことが限られており、安易に市町村申立

へつなぐこともできないため、必要に応

じて対応せざるを得ないということに

葛藤を感じる。 

    

68 2  本人と申立人となった親族の居住地

が離れていたため、必要書類、申立書類

お記入方法の説明や添付書類をそろえ

るためのやり取りに時間がかかってし

まった。また、申立書類の準備に手間取

ったため、本人の資産状況に変化が出る

たびに書類を変更しなければならなか

った。 

 成年後見制度に関する相談を受け、本

人及びご家族に付き添い、家庭裁判所に

直接相談に行ったが、制度利用について

本人やご家族がわかるように具体的に

説明はしてもらえず、理解できないまま

に帰されてしまった。 

 経済的な余裕がなかったことから、市

町村窓口にて市町村申立を相談したが、

年度内の予算枠外である等よくわから

ない理由で断られてしまった。 

 制度利用が必要であると判断

される相談を受けても、家庭裁

判所で管理が必要な財産の有無

だけで判断されてしまうことが

あるので、本人及びご家族の状

況について十分把握し、申立可

能かどうか判断してほしい。 

 身寄りがなかったり、経済的

な余裕がなかったりするケース

には積極的に市町村申立を受け

入れたほしい。制度利用の促進

がいわれているが、行政側の姿

勢が消極的であると感じられ

る。 

  

69 1  親族が申立を面倒がる。裁判所まで数

回足を運ぶのが大変。 

    

72 2 財産管理のうえで親亡き後を心配した

家族からの相談・・・ 

精神障害者の当事者と後見人の人選や

時期等で意見が合わず保留になってい

る。 

    

73 1  申立手続きの複雑さにより、本人又は

家族申立を断念し、費用をかけて専門家

等へ依頼せざるを得ない事例もあり、手

続きの簡素化について検討が必要と思

われる。 

    

74 2  障害者相談支援事業所です。現在約

150件の者・児の計画相談を立てており

ます。その内約３分の１の方が５０歳代

の方です。そのため、保護者の方は80歳

代の方が多く、各種手続き、金銭管理が

困難な状況になってきました。今後、日

常生活自立支援事業（あんしんねっと）、

成年後見制度を利用したいという声が

挙がっております。 

   利用者の方に紹介させて

いただいております。一度ご

挨拶にお邪魔させていただ

きたいと思います。 

自由記載２ 
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番

号 

事業所 

種別 

6貴事業所において、成年後見制度に関

する相談や利用支援を行った中で、ご苦

労されたことや課題となったこと 

7 成年後見制度に対するご意見

やお考えなど 

8 成年後見センターもりお

かに対するご意見・ご要望等 

75 1 ・独居老人で老健入所中。親戚の協力を

断られ、市町村申立。成年後見人が出来

ない支援への対応をどうするか。 

＜出来ない対応支援＞ 

・医療行為への同意 

・身元保証と死後の対応 

  もっとPRをお願いします。 

76 1 ・資力に余力がない場合の申立費用を捻

出することが難しかった。 

・支援川としては、制度活用が望ましい

と感じても、本人の理解が得られていな

い場合等「もう少しわかりやすけれ

ば・・・・」と思う時がある。 

・親族が不在で市長申立にも該当せず、

本人の判断能力が低下していても「本人

申立」しか手段がない時がある。 

制度の仕組みを理解してもらい

ために、何度もくり返して説明

を行っていますが、「難しい」と

いう声が聞かれます。わかりや

すい仕組み作りが必要と思われ

ます。 

  

77 2     現在は相談はない状況です

が、今後お世話になる機会が

ありますので、よろしくお願

いします。 

78 1 本人、親族申しての場合、手続きに必要

な書類の準備等が大変だという理由で

申立を行わない。又、時間がかかる場合

が多い。 

    

79 2 必要性があるケースほど、中心となって

申立等をする親族等がいないことが多

く、どこが基点となるか悩ましく思うこ

とがある。 

・手続きの簡略化 

・伴走もしくは代理申請してく

れる存在の必要性 

・県中央部だけでなく、複数

圏域にできてほしい 

80 1   成年後見制度は、介護保険制度

と両輪をなす制度ということ

で、従来の禁治産・準禁治産者

制度に替わって創設されたわけ

ですが、①家庭裁判所への申立、

②多額な申立費用、③制度の厳

格さ・複雑さから、一般市民に

はハードルが高い制度のように

思われます。また、成年後見制

度もさることながら、現在、医

療・介護機関にて「身元保証人」

を必要とする場面が多々ありま

す。しかし、家族・親戚等と本

人が疎遠になっているケースが

少なくないことから、身元保証

人探しに苦慮しているのが現実

です。身元保証人の確保又は身

元保証人が無くてもスムーズに

医療・介護サービスが受けられ

る制度の創設が待たれるところ

です。 

  

自由記載２ 
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番

号 

事業所 

種別 

6貴事業所において、成年後見制度に関

する相談や利用支援を行った中で、ご苦

労されたことや課題となったこと 

7 成年後見制度に対するご意見

やお考えなど 

8 成年後見センターもりお

かに対するご意見・ご要望等 

81 1 ・本人の理解力が低下しているが、親族

関係疎遠で申立の協力いただくことが

困難なケースが増えているが、なかなか

市町村申立につながらないこと多く、制

度申請につなげる支援での困難さを感

じる。 

    

82 2 これまで、相談は何件も対応してきまし

たが、実際に申立につながったケースは

非常に少ないのが現状です。制度を利用

することで、その方の生活を大きく変化

させることが出来ないため、結果的に話

しが流れていってしまう。自分の無力さ

を感じています。 

後ろ向きな意見で申し訳ありま

せんが、最近の成年後見制度の

状況（実態）を見ていると、自

分が思っていたような寄り添い

型支援とは大分違ったものにな

っているように感じています。 

私が当初、成年後見制度に抱い

ていた期待が、あまりにも大き

過ぎたのかもしれません。 

  

83 2 実際に相談や利用支援がなかった。 成年後見制度利用に関する相談

や利用支援は、今後対応が必要

になると感じているが、どのよ

うなタイミングで制度の利用を

考えていくのか判断が難しいと

感じているところもため、関係

機関と連携が必要と感じていま

す。 

特にありません。 

84 1 後見候補者の確保が困難。   認知症高齢者の受任や対象

エリアを盛岡広域に広げて

いただければ、連携が促進さ

れるものと思います。 

86 2 障がいのある方の後見を申請し、受けて

いただくまでの手続き等のハードルが

非常に高いです。 

市町村申立のハードルは更に高い。 

    

88 1 ・本人の財産や夫妻が多く、申立までに

時間がかかっており、数ヶ月経っても申

立にいたっていない。・任意後見制度の

利用を希望している方の支援をした際、

ご本人から虚偽の情報提供があり、支援

困難であった。その為、専門機関に結び

つけ終結したケースあり。 

・後見人となる人が圧倒的に足

りないと思われます。お金のな

い人で制度を利用することが、

今後困難になると思われます。 

  

89 2 ・担当ケースで財産管理のトラブルか

ら、家族が成年後見事業所への強い不信

感を持ってしまい、成年後見制度への移

行が滞っている。 

・成年後見制度でも依頼者との

トラブル回避の為、成年後見事

業所及び後見人の資質、スキル

アップも望まれる。 

  

93 2   この制度に対する相談はなかっ

たが、この制度が今後必要にな

るのではないかと思われるケー

スは居ます。研修機会が有った

ら参加したいと思っています。 

成年後見センターを今回の

アンケートで知りました。 

今後成年後見を必要とした

方との関わりで相談できる

のであれば大変力強く思い

ます。 

自由記載２ 
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番

号 

事業所 

種別 

6貴事業所において、成年後見制度に関

する相談や利用支援を行った中で、ご苦

労されたことや課題となったこと 

7 成年後見制度に対するご意見

やお考えなど 

8 成年後見センターもりお

かに対するご意見・ご要望等 

94 1 ・市町村申立において、親族調査に時間

がかかること。 

・市町村申立マニュアルがなく、権が市

町村マニュアルを参考にした。県で統一

したマニュアルが必要。 

・法律が関わってきたときに、すぐ相談

できる弁護士、司法書士がいると良い。

（今回は同号支援センター弁護士に相

談。）もしくはケースワーク構築の必要

性あり。 

生保受給者や低所得者への利用支援制

度の拡充。 

・岩手県内で市町村申立を行う

場合の統一したマニュアルがあ

ると良い。全国的には訴町村単

位で作成している所、県社協が

作成している所があるが、県が

まとめていただくと統一がとれ

て良い。 

・高齢者総合相談センター

以外にも後見制度利用相談

ができるのでとても有難い。

今後ぜひ利用させて頂きた

いと思います。 

95 2 具体的な経費がいくらくらいになるか

分からない時点で制度の利用を進める

にあたり、経費負担の心配を十分に説明

することが難しかった。 

収入と経費の一応示すものがあれば助

かります。 

分かっているようで分かってい

ないのが成年後見制度でもあり

ます。 

具体的事例を中心にした研修や

説明会の充実が必要と思いま

す。 

  

96 2   制度を身近い感じることが出来

ずにおります。 

障がいを持つ子の親の方々から

は、そのようなタイミングで制

度利用の手続きを進めたらいい

のか？ときかれます。 

書面だけのわずかな知識しかな

い自身であり、制度利用を促せ

ない力不足もあるかと感じてい

ます。 

  

98   早急に対応が必要であったが、市町村長

申立に市が消極的であった。 

申立費用、報酬支払い困難者に対する支

援。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由記載２ 



 

＜あとがき＞  

 

 本調査では、県内の地域包括支援センター及び障がい者相談支援事業所の皆様には、お

忙しい中にあって、調査にご協力をいただき大変ありがとうございました。  

 各事業所には、広範囲で多様な業務がありますが、成年後見制度の利用支援についても、

多くの事業所において熱意ある取り組みを進めておられることが、調査集計の過程では

っきりと見えてきました。  

 調査の実施主体である、成年後見センターもりおかは、成年後見制度の普及、利用支援、

成年後見等の受任をその役割と使命としておりますが、今回の調査結果をもとにしてさ

らに取り組みを充実して参りたいと考えております。  

 なお、本調査の実施にあたり、調査研究委員会を設置いたました。各委員の皆様に、こ

こに御礼を申し上げます。  

 

「成年後見制度の利用支援に関する調査研究委員会」委員（敬称略 順不同） 

  社会福祉士 坂口繁治  

  社会福祉士 佐久山久美子  

  社会福祉法人カナンの園 ヒソプ工房 阿部孝司 

  盛岡広域圏障害者地域生活支援センター ＭＹ夢 工藤宏行 

  成年後見センターもりおか 高橋安夫 

  成年後見センターもりおか 齊藤芳広 

  成年後見センターもりおか 赤羽卓朗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞  

認定特定非営利活動法人成年後見センターもりおか  

 〒０２０－００２４   岩手県盛岡市菜園 1 丁目４番 1０号 (第二産業会館３階）  

                  電話･Ｆａｘ ０１９－６２６－６１１２  


